
 

岐阜県看護協会立 
訪問看護ステーション高山 

 
「指定訪問看護」 

「指定介護予防訪問看護」 
 

重要事項説明書 
 

  当 事 業 所 は 介 護 保 険 及 び 医 療 保 険 の 指 定 を 

   受 け て い ま す。 

 

事 業 所  公益社団法人岐阜県看護協会 

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山 

事業所番号        ２１６２７９００１４（介護保険） 

事業所番号        ２７，９００１,４   （医療保険） 

 

 

 

＜事業所名＞  公益社団法人岐阜県看護協会 

岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山 

 

＜住  所＞  高山市冬頭町588番1 

 

＜代表者名＞  管理者  丸山 敦子           印 

 

                  以下の内容の説明を受け、了承しました 

 

      令和    年    月    日 

 

              利用者氏名                          

 

 

                                   代理人氏名                             



 １．開設者 

（１）法人名    公益社団法人岐阜県看護協会 

（２）法人所在地  岐阜県岐阜市薮田南５丁目１４番５３号 

（３）電話番号   ０５８－２７７－１００８ 

（４）代表者氏名  会長  篠田 耕造 

（５）設立月日   昭和５６年４月１日（平成24年4月1日公益社団法人移行） 

 

 ２．開設者の性格及び会員 

事業者は、岐阜県知事の設立許可を受けた公益法人で、公益事業を行なうことを目的

として活動しています。 

会員は、保健師、助産師、看護師、准看護師で構成されています。 

 

 ３．開設者の目的及び主な事業 

（１）目  的 

職業倫理の向上、看護に関する専門教育及び学術の研鑚 

           県民の健康と福祉の向上に寄与 

 

（２）事  業 

           地域住民看護サービスの実施 

           看護職員の専門技術の研修 

           岐阜県ナースセンターの運営（無料職業紹介など） 

           訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所の設置運営 

 

 ４．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定訪問看護事業所  指定介護予防訪問看護事業所 

   （２）事業の目的  当事業所は、介護保険法令等に従い、ご契約者（利用者）が居宅に

おいて、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営

むことが出来るように支援することを目的として、訪問看護及び

介護予防訪問看護（以下、訪問看護という）サービスを提供します。 

（３）事業所の名称    岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山 

（４）事業所の所在地    （〒５０６－０００１） 

岐阜県高山市冬頭町588番1 

              電話番号      ０５７７－３５－２５６６  

                    ＦＡＸ番号          ０５７７－３６－０５２５ 

（５）管理者     氏名  丸山 敦子 

（８）開設年月日      平成 ６年 ４月 １日 

 

 

 

 



 ５．事業所の運営方針 

（１）要介護・要支援状態にある高齢者など、継続して治療を受ける状態にある方が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが

出来るようにサービスを提供します。 

（２）利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予 

防に資するように、療養上の目標を設定し、計画的にサービスを提供します。 

（３）利用者の意思を尊重し、適切かつ的確なサービスを提供します。 

（４）看護の心をもって接し、利用者の療養上の負担の軽減に努めます。 

 

６．事業所等の名称及び所在地は次のとおりとします。 

（１）事業所 

名     称 所     在     地 

岐阜県看護協会立 

訪問看護ステーション高山 
高山市冬頭町 588 番 1 

 

（２）出張所 

名     称 所     在     地 

岐阜県看護協会立 

訪問看護ステーション古川 

 飛騨市古川町下気多 990番地 

飛騨市多機能型障がい者支援センター 

古川いこい内 

岐阜県看護協会立 

訪問看護ステーション下呂 
下呂市森 791-27 

 

７．通常の事業の実施区域 

（１）通常の事業の実施地域は、高山市、飛騨市、下呂市及び中津川市の区域です。 

（２）出張所の事業の実施地域は、次のとおりです。 

出張所名 実施地域 

岐阜県看護協会立 

訪問看護ステーション古川 

高山市国府町、同上宝町、 

同奥飛騨温泉郷、飛騨市全域 

岐阜県看護協会立 

訪問看護ステーション下呂 
下呂市全域、中津川市加子母 

 

 

８．事業所の職員体制  

     当事業所では、利用者に対して訪問看護サービスを提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 

  管理者     1 名 

訪問看護師   3 名以上 

訪問理学療法士 1 名以上 

事務職員    1 名以上 



９．事業所の営業日及び営業時間 

      営業日・営業時間       月曜～金曜  午前８時３０分～午後５時１５分 

                                土曜日、日曜日及び国民の祝日は休業 

ただし、営業日以外の日及び営業時間以外の時間は職員

が待機します。 

また、営業日以外の日及び営業時間以外の時間に訪問が

計画されている場合は、サービスを提供します。 

 

１０．当事業所が提供するサービス利用料金 

（１）医療保険適応 

老人保険・健康保険に関しては１～３割負担になります。詳しい利用料について

は御相談下さい。 

なお、交通費については、１回の訪問看護について次の規定料金を頂きます。 

ステーション等からの距離 交 通 費 

１０ｋｍ未満 ２５０円 

１０ｋｍ以上２０ｋｍ未満 ５００円 

２０ｋｍ以上 
２０ｋｍ ５５０円 

以後１ｋｍ超過する毎に５０円加算 

（注）「ステーション等からの距離」は、片道の行程とします。 

 

（２）介護保険適応 

基本料金は、介護保険の利用者負担割合（1～3割）になります。 

※ 別表を御参照下さい 

 

＊ 加算料金 

※ 別表を御参照下さい 

 

（３）キャンセル料金 

・利用者からのサービスの中止については、早めにご連絡ください。 

・利用予定日の朝8時30分までに申し出がない場合、訪問時に不在の場合は、キャン

セル料として、基本利用料の60％を徴収させていただきます。 

・止むを得ない事情により、当日のサービス変更・中止された場合、その都度ご相談

させていただきます。 

 

（４）医療保険、介護保険の給付対象とならないサービスについては、利用料金の全額 

が利用者の負担となります。 

 

（５）利用料金のお支払い方法 

          利用料金は１ヶ月ごとに計算し、翌月10日頃にお渡しします。 

支払方法（集金・銀行振込・口座振替 ひだ信・高信・JA） 



 １１．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービスの利用開始 

主治医にご相談ください。訪問看護の利用に対する主治医の同意・指示が必要です。

また、担当介護支援専門員にもご相談ください。当職員がお伺いして契約を締結した

後、サービスの提供を開始します。 

 

（２）サービス提供を行なう看護師 

サービス提供時に、担当の看護師を決定します。但し、実際のサービスの提供にあ

たっては、複数の訪問看護師が交代してサービスを提供します。 

 

（３）訪問看護師の交替 

①利用者からの交替の申し出 

選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不

適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対し

て訪問看護師の交替を申し出ることが出来ます。但し利用者から特定の訪問看護

師の指名はできません。 

②事業所からの訪問看護師の交替 

事業所の都合により、訪問看護師を交代することがあります。訪問看護師を交替

する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益を生じないよ

う十分に配慮するものとします。 

 

（４）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は、当事業所が提供するサービス以外の業務を事業所に依頼することは

できません。 

②訪問看護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行ないます。但し、

事業所は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分配慮す

るものとします。 

③研修・実習の受け入れ 

当施設は、看護学生の実習や継続研修等教育の協力機関となっております。学生

等の実習やご協力については、事前に確認し、同意を得ます。 

 

（５）訪問看護師の禁止行為 

①利用者若しくはその家族等からの物品等の授受 

②利用者の家族等に対する訪問看護サービスの提供 

 

（６）虐待防止に関する事項 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、担当者の設置、虐待防止のた

めの対策を検討する委員会の定期的な開催、指針の整備を行うと共に、職員に研修



を定期的に実施する等の措置を講じます。 

 

 （７）身体的拘束等の禁止 

    事業所は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行わない。身体的拘束等を

行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録します。 

 

（８）サービスの終了 

契約の有効期間は、契約締結の日から６ヶ月ですが、契約期間満了の７日前まで

に利用者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に６ヶ月間同じ条件

で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中、以下のような理由が生じた場合、当事業所との契約は終了します。 

①利用者が死亡した場合 

②利用者の状態が改善し、主治医が指示を終了した場合 

③事業所が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

④事業所の滅失等によりサービスの提供が不可能になった場合 

⑤当事業所が介護保険等の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥利用者から解約又は契約解除の申し出があった場合 

⑦事業所から契約解除を申し出た場合 

 

１２．守秘義務 

個人情報の保護に関する法律に遵守して、個人の権利、利益を保護するために下記

の通り個人情報の保護に関する方針を定めて実施しています。 

①個人情報は適正な取得に努め、利用目的を達成するためには正確・最新の内容を保

ちます。 

②通常、必要と考えられる個人情報の範囲はサービスの提供に必要な情報です。個人

情報は利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、利用目的の中で同意

しがたい事項がある場合は、意思表示により変更等の対応をいたします。意思表示

がなかった場合には同意が得られたものとします。前記以外で、個人情報を第三者

に提供する際は、あらかじめ利用者の同意を得ます。ただし、都道府県などの外部

調査機関などは第三者に該当しないために、文書で同意を得ないことがあります。 

③個人情報の保護に関する照会には、いつでも問い合わせ窓口で対応します。 

④個人情報の確認・訂正・利用停止を求められた場合は、調査のうえ対応します。 

⑤従業員への個人情報保護に関する教育を徹底します。また、雇用契約時に離職後も

含めて守秘義務を遵守します。 

⑥個人情報の安全管理体制を整備します。万が一、漏えい、紛失、不正アクセス、破

壊などの問題発生時には速やかに対処します。 



⑦個人情報の開示を求められた場合は、規定の手続きに従って開示します。 

 

１３．業務継続計画の策定等 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画

を策定し、必要な措置を講じます。 

②職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

③定期的に業務継続計画見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１４．感染症対策の強化 

事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないようにするために、感染症の予防及

びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催し、指

針の整備を行うと共に職員に研修、訓練を定期的に実施する等の措置を講じます。 

 

１５．ハラスメント対策の強化 

事業所は、適切な訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講じます。 

 

１６．相談、要望、苦情の受付 

（１）苦情の受付 

          当事業所に対する苦情や御相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口  岐阜県看護協会立訪問看護ステーション高山 

（担当者）管理者 丸山 敦子 

             高山市冬頭町588番1 

電話 0577-35-2566 

○受 付 時 間  毎週月曜～金曜  午前8時30分～午後5時15分 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

お住まいの市町村の介護保険担当課又は岐阜県国民健康保険団体連合会で受付 

ています。 

① お住まいの市町村介護保険担当課 

高山市役所 市民福祉部高年介護課 

       高山市花岡町２丁目18番地 

       ０５７７-３５－３１７８ 

飛騨市役所 市民福祉部地域包括ケア課 

       飛騨市古川町若宮２丁目１-６０ 

       ０５７７－７３－６２３３ 



下呂市役所 福祉部高齢福祉課 

       下呂市萩原町萩原 1166 番地 8  星雲会館内 

       ０５７６－５３－０１５３ 

中津川市役所 介護保険課 

       中津川市かやの木町 2 番 5 号 

       ０５７３－６６－１１１１ 

②岐阜県国民健康保険団体連合会（苦情相談窓口） 

      岐阜市下奈良２－２－１岐阜県福祉・農業会館内  

 ０５８－２７５－９８２６ 

③岐阜県社会福祉協議会 （岐阜県運営適正化委員会）   

       岐阜市下奈良２－２－１岐阜県福祉・農業会館内  

       ０５８－２７８－５１３６ 

 

１７．事故発生、緊急時の対応 

（１）速やかに利用者の家族、主治医、担当介護支援専門員等に連絡するとともに必要な

措置を講じます。 

（２）必要時には、保険者・県や関係市町村等にも連絡し、速やかに解決します。 

 

１８．損害賠償 

（１）事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速やかにその損害を

賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

（２）但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、事

業所の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１９．「介護サービス情報の公表」制度 

（１）介護保険法の改正により、平成１８年４月から「介護サービス情報の公表」制度が

導入され、介護サービス事業者にその内容および運営について公表することが義務

付けられました。この制度の導入により、利用者や家族等が、公表された情報を活用

しながら適切な事業者を選択することが可能となり、また、事業者においては、サー

ビスの改善への取り組みが促進され、介護サービス全体の質の向上が図られること

が期待されています。 

（２）当事業所も、介護サービス情報の公表における調査を受けて適正に報告し、サービ

スの改善や質の向上に取り組んでいます。 

 

２０．その他 

  地震・台風・大雪など、自然災害発生時にはサービスの変更・休止などの急なお願い

をする場合がありますので、ご了承ください。 

   また、暴風雨警報発令時や相当な積雪時、災害発生時など、安全で円滑な訪問がで

きないと認められる場合は、サービスの提供は中止させていただきますので、ご了承

ください。 

 

 



別紙 

介護保険 利用料 

 
（介護）      （予防） 

基
本
利
用
料 

３０分未満 ４７１円／回 ４５１円／回 

３０分以上 1 時間未満 ８２３円／回 ７９４円／回 

１時間以上 1 時間３０分未満 １，１２８円／回 １，０９０円／回 

理学療法士訪問（２０分/回） 
４０分 ５８８円／回 ５６８円／回 

６０分 ７９５円／回 ４２６円／回 

     

基
本
利
用
料
に
加
算
さ
れ
る
項
目 

訪問看護サービス提供体制加算 

・リハビリの場合は２０分で 1 回加算となります 
６円／回 ６円／回 

早朝・夜間の訪問 

（早朝・・・午前 6 時～午前 8 時） 

（夜間・・・午後 6 時～午後 10 時） 

25％加算 

深夜の訪問 

（深夜・・・午後 10 時～翌朝 6 時） 
50％加算 

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）（緊急時に訪問する場合） ５７４円／月 ５７４円／月 

特別管理加算（Ⅰ） 

（留置カテーテル・気管カニューレ等） 
５００円／月 ５００円／月 

特別管理加算（Ⅱ） 

（在宅酸素・重度褥瘡等） 
２５０円／月 ２５０円／月 

長時間訪問看護加算（1 時間半以上の場合） ３００円／回 ３００円／月 

複数名訪問加算（Ⅰ） 
３０分未満 ２５４円／回 ２５４円／回 

３０分以上 ４０２円／回 ４０２円／回 

＊初回加算 
（Ⅰ） ３５０円／月 ３５０円／月 

（Ⅱ） ３００円／月 ３００円／月 

＊退院時共同指導加算 ６００円／月 ６００円／月 

ターミナルケア加算 

（看取りをされる場合） 

2,500 円／

死亡月 
 

特別地域訪問看護加算 15％加算 

看護体制強化加算 ５５０円／月  

専門管理加算 ２５０円／月 ２５０円／月 

＊はどちらか一方のみ 

 

上記、記載の金額は、保険料 1 割負担の表記です。 

2 割負担については、記載の金額に 2 をかけた額です。 

3 割負担については、記載の金額に 3 をかけた額となります。 



 

当事業所が提供する私費による訪問看護サービス 

 

 

（１） 私費による訪問看護サービスの内容及び利用料金は次の表のとおりで、 

全額自己負担となります。 

 

 

別表 1 

 

私費サービスの内容 時 間 区 分 利用料 

① 平日の訪問看護 

（30 分につき） 日中（8～18 時） ５，０００円 

夜間（18～22 時） 

早朝（6～8 時） 
６，２５０円 

深夜（22～6 時） ７，５００円 

② 土曜・日曜・祝祭日の

訪問看護 

（30 分につき） 
日中（8～18 時） ７，５００円 

夜間（18～22 時） 

早朝（6～8 時） 
９，３７５円 

深夜（22～6 時） １１，２５０円 

③ 死後の処置 

 １１，０００円 

④ 理学療法士による 

  身体計測 1 回につき １１，０００円 

⑤ 交通費  
医療保険制度による訪問

看護の交通費に準ずる 

 

 

 

 



 


